
  

次のページでは、 

若者が陥りやすい 

トラブルを紹介！ 
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２階の資料情報コーナーで、若者に関する書籍や映像資料等を展示

します。 

 で「若者」を特集します 

 

若者を対象とした消費生活に関するクイズに答えて、景品ゲット！

暮らしに役立つ情報の展示なども行います。 

 

２月 18 日（日）に幕張メッセで開催する 

コープみらいフェスタ に 

ブース出展します  

市内公共施設等で、カモのキャラクターを用いたリーフレットを 

入手できます。悪質商法をマンガでわかりやすく解説しています。 

 
若者が巻き込まれやすい悪質商法を取り上げた 

で注意喚起します 
 

 

平成 29 年度 
キャンペーンポスター▶ 

若者の皆様！ 

狙われています！ 

気を付けて！！ 

千葉市消費生活センターでは、 

関東甲信越地区の都県、政令指定 

都市等と共同で、若者を対象とした

「悪質商法被害防止共同キャン 

ペーン」を１～３月に実施します。 

 

※ここでいう「若者」は、

自分を若者と思うすべての

方をさします。 

（前 月 比： △105 件） 

（ ： ＋40 件） 

 

件 

平成２９年 11月 相談件数 
●関東甲信越 「若者」悪質商法被害防止共同

●若者が陥りやすいトラブル 

●アパート・マンションの賃貸に関するトラブルを防ごう 

●千葉市立高等特別支援学校から「コトモノ Day」のお知らせ 

● 「千葉友の会」 

●相談員の部屋「乳幼児の大人用ベッド使用時の事故」

●講座受講者募集のお知らせ 

掲 

載 

内 

容 
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トラブル対策 
以外にも、 

暮らしに役立つ 
情報を提供！ 



 

 

 

 

  

 

10 代・20 代の若者は、アルバイトや就職で大きな額の収入を初めて手にする

ようになる一方で、社会経験が少ないことによって、消費者トラブルに巻き込ま

れるケースが多く見られます。 

契約する時や、消費者トラブルかも？と思った時には、周りの人や消費生活  

センター（相談窓口 ☎０４３－２０７－３０００）に相談しましょう！ 

リボ払いの特徴：毎月の支払いが一定 

支払いが長期化し、意図しない高額な手数料が発生することがある 

クレジットカードの作成・使用にあたっては、特に次のことに気を付けましょう。 

・支払方法に関する説明（会員規約等）をよく確認する ・毎月の利用明細には必ず目を通す 

「意図しないリボ払い」によるトラブルが起きています。 

リボ払い（リボルビング払い）とは、クレジットカードの支払方法のひとつで、利用金額や

回数に関わらず、あらかじめ決めた一定額などを、毎月、手数料とともに支払うものです。 

 

 

「リボ専用カード（支払いがリボ払い限定）」や「自動リボ設定のカード（初期設定がリボ払い）」に気付か

ずに申し込むと、「意図しないリボ払い」によるトラブルにつながります。 

 

「期間限定ポイント進呈」という広告を見て、クレジットカードを申し込んだ。

数週間後カードが届いたので、支払いに使った。 

あるとき記帳すると、カードを使っていなくても、毎月カード会社から一定の 

額が引き落とされているのに気付いた。カード会社に電話をすると、リボ払いの

設定になっていて、年 15％の手数料がかかっており、既に数万円の手数料を支払っていたことが分かった。 
 

解 説 

関東甲信越ブロック「若者」悪質商法被害防止共同キャンペーン 

 

エステティックサロンのサービスは、１か月を超える期間、総額 5 万円を超える代金で  

契約した場合、クーリング・オフにより、解約できます。 

エステの他、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの    

７種類は、契約期間や金額により若干の制限はありますが、クーリング・オフの対象です。

 

クーリング・オフって…？ 

上記のようなサービスや、訪問販売などの特定の取引をした場合に、一定期間内であれば無条件で契約

を解除できる制度です。 

クーリング・オフは、対象となる取引や手続き方法が法律で決まっています。 

また、引き止められて無理やり契約させられる等、クーリング・オフの対象かどうかにかかわり

なく、取り消しができる場合もあります。詳しくは消費生活センターにお問い合わせください。 

 注
意 

利用している SNS の広告に、エステティックサロンの無料クーポンが載って

いた。ためしに施術を受けてみたところ、定期的な施術が重要として、長期の  

コースを勧められた。 

かなりしつこく説明され、断りきれずに契約したが、高額なので解約したい。 

説 解 
 

消費者トラブルを未然に防ぐためにも、不要な契約は「いりません」ときっぱり断りましょう。 
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相談員の 
部屋 

「千葉友の会」は、1930 年、ジャーナリストで教育者の羽仁もと子を中心に「婦人之友」の   

愛読者によって生まれた全国友の会の一つで、千葉市を中心に、房総半島一円に会員がいます。 

「家庭は簡素に社会は豊富に」をモットーに、会員同士で衣食住、家計、

子どものこと、消費生活について学んでいる他、家計簿や衣食住に関する 

講習会を定期的に開催しています。 

また、毎月、「千葉友の家」にて、

どなたでも参加できる乳幼児を 

持つ母親の集まりなども行って 

います。 

所在地 千葉市若葉区加曽利町 1410 

電話 043（231）4408  ホームページ http://tibatomonokai.life.coocan.jp 

 

ちばし消費者応援団（団体会員）活動紹介 vol.14 
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生徒が作った野菜や焼き菓子、

その他生活用品を販売！ 

生徒の社会的自立の支援に 

つながる「エシカル（倫理的）

消費」を実践しよう♪ 

 

10：00～14：30（売り切れ次第終了） 

イオンモール幕張新都心 

グランドモール１階グランドコート 

確認しましょう！ 

【入居時】 □ 契約書をよく読み、修繕や退去時の特約を確認 

□ 入居時に貸主と部屋の状況（傷）などを確認（写真撮影も） 

【退去時】 □ 修繕費用が請求されるものがあるか、貸主と立会いにより確認 

修繕などの費用負担のトラブルには、たとえば次のようなものがあります。 

○付けた覚えがないのに、傷や汚れ箇所の補修費用、それに伴うハウスクリーニング費用を請求された 

○普通に生活していただけなのに、畳や壁紙などを新品に替えるための費用を請求された 

○不注意で壁の一部を汚しただけなのに、部屋全体の壁紙張替え費用を請求された 

  

アパート・マンションの賃貸に関する相談は、時期や地域を問わず多く寄せられます。 

特に、退去時のハウスクリーニングや修繕の費用をめぐってはトラブルになりがちです。アパート

等の賃貸借に関するトラブルは、原則として契約内容が優先されるため、入居時に、修繕に関する  

特約や、部屋の状態をよく確認しておくことが重要になってきます。 

なお、契約書の条文があいまいな事項等については、国土交通省が一般的基準として定めている  

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（再改訂版）」（ホームページで公開）を参考に交渉が  

できます。ただし、通常の使用を超える損傷等については、合理的な 

理由がない限り、賃借人が復旧する義務があるとされています。 

 

 

トラブルを予防するために 
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○千葉市生涯学習センター 

所在地 
中央区弁天３-７-７ 

 
アクセス 
・JR 千葉駅「中央改札」を出て

「千葉公園口」から徒歩約 8 分 

・千葉モノレール千葉公園駅から

徒歩約 5 分 

 

○千葉市消費生活センター 

所在地 
〒260-0045 

中央区弁天 1-25-1 

アクセス 
・JR 千葉駅「西改札」を出て 

「北口」から徒歩約８分 

・京成新千葉駅から徒歩約 11 分 

・千葉モノレール千葉駅から徒歩

約 12 分 

消費生活 
センター 

 
生涯学習 
センター 

 

家計管理に関する講演と相談会を開催します。※いずれも事前申込が必要です(応募多数の場合は抽選)。 

①講演 深野康彦氏(ファイナンシャル・プランナー)による講演 ※定員 60 人 

※消費生活センター職員による悪質商法に関する講話も行います。 

②ファイナンシャル・プランナーによるくらしとお金の個別相談会 

（１）10：00～10：50 （２）11：00～11：50 ※各回４組 

２月 13 日（火）必着。往復はがきに講座名、氏名（フリガナ）、

住所、電話番号、返信用の宛先のほか、相談会希望の場合は  

希望の時間帯を明記して、消費生活センターへ。電子申請も可。 

 

９：30～（９：10 開場） 

千葉市生涯学習センター 

共催：千葉市消費生活センター 
千葉市生涯学習センター 
日本ファイナンシャル・ 
プランナーズ協会千葉市部 

千葉市消費生活センター 
消費者教育班 
☎043-207-3602 

問い合わせ 

 

 

千葉市消費生活センター 講座 検索 講座の情報はホームページでも公開中！電子申請もこちらから！ 

 

50 人(当日先着順) 

 

後援：千葉市消費生活センター 

13：30～15：30 

千葉市消費生活センター ３階 研修講義室 

成年後見 千葉県支部・小西さん（☎047-314-5667） 問い合わせ 

育ちざかりの子どもが、健康に育つための食生活や食育を考えてみませんか。 

添加物の影響や正しい食品の選び方を学びましょう。子どもがよく食べる基本食品

の食べ比べや、「エシカル消費」などの講座もあります。 

市内在住・在勤・在学の方 40 人(応募多数の場合は抽選) 

200 円(当日持参) １歳６カ月以上の就学前児が対象(人数制限あり) 

１月 15 日（月）必着。往復はがきに講座名、氏名（フリガナ）、

住所、電話番号、返信用の宛先のほか、託児希望の場合は   

子どもの年齢を明記して、消費生活センターへ。電子申請も可。 

 

 
10：00～12：00 

千葉市消費生活センター ３階 研修講義室 

千葉市消費生活センター 
消費者教育班 
☎043-207-3602 

問い合わせ 

  

 

 

 

お知らせ ～講座受講者募集～ 
会場及び申し込みが必要な場合の送付先は、ページ下部を参照してください。 


